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Ⅰ　計画策定にあたって 
１　計画策定の趣旨・経緯 
　本市では、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代育成法」という。）に基づく特

定事業主行動計画を平成２７年３月に策定し、職員が仕事と生活の調和や仕事と子育て

の両立を図ることができるよう、勤務環境の整備を図ってきました。また、平成２８年

３月には、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」

という。）に基づく特定事業主行動計画を策定し、女性職員がその個性と能力を十分活

かすことができる職場環境の整備を推進してきました。 
令和２年４月からは、相乗効果を高めるために２つの計画を整理・統合し、新たに令

和６年度末までの５年間を計画期間とした「下関市職員女性活躍と職員のワーク・ライ

フ・バランス推進のための行動計画」（以下「行動計画」という。）を策定し、一体的に

取組を進めてきました。 
その後、令和５年１２月に閣議決定された「こども未来戦略」において、地方公務員

に係る男性育児休業取得率の政府目標が引き上げられましたが、山口県においては、よ

り一層男性職員の育児参加を推進するため、山口県知事及び県内全市町の首長による共

同アピールが行われました。本市においてもこれらを受け、令和６年３月に男性職員の

育児休業における取組及び目標値を追加しました。 
今後も、多様な変化に対応できる豊かで活力ある社会や次代の社会を担う子供が健や

かに育成される社会の実現のため、新たな「行動計画」を策定し、女性職員の活躍とワ

ーク・ライフ・バランスを推進していく取組を継続していきます。 
　 

２　計画期間 
令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間を計画期間とします。 

 
３　計画対象 
任用の形態にかかわらず、すべての市職員を取組の対象としています。ただし、統計

の連続性の観点から、データ集計は対象職員を限定して行う場合があります。 
 
４　計画の位置づけ 
女性活躍推進法第１９条及び次世代育成法第１９条の規定に基づく特定事業主行動

計画として位置づけるものです。 
 
５　計画の推進体制 
　女性の職業生活における活躍や次世代育成支援対策を強力かつ効果的に推進するた

め、行動計画の策定にあたっては下関市特定事業主行動計画策定・実施委員会の意見を

聴取し、計画期間中は各取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等を行いま

す。また、全市一体的な取組とするため、下関市特定事業主が連名で策定します。 
 
６　職員アンケート 
女性職員の活躍及びワーク・ライフ・バランスに対する職員の意識を把握し、実態を

踏まえた取組を行うため、職員アンケートを実施しました。 
調査期間　令和６年１０月１日～令和６年１０月３１日 
調査対象　令和６年９月１日時点で在籍している一般職の常勤職員　２，４５７人 
回答率　　４３．１％（１，０５８人／２，４５７人） 
調査結果　巻末に掲載 
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Ⅱ　これまでの取組と目標の達成状況 
表１ 

※達成状況のうち、目標１は令和６年度採用者の割合、目標２と目標３は令和６年４月１日時点の実 
績、その他の目標は令和５年度末時点の実績 

 
（１）女性職員の登用等 
市内の高校や大学で就職説明会を実施するとともに、東京事務所ややまぐち暮らし支

援センター（東京・大阪・山口）を活用した職員募集の実施等、幅広い広報活動を行い

ました。その結果、「採用した職員に占める女性職員の割合」は、令和元年度では３４．

０％でしたが、令和５年度では３９．２％にとどまりました。令和６年度からは、民間

企業併願者でも受験し易い試験枠として「しものせきチャレンジ枠」の新設や、市外の

高校、大学、専門学校で就職説明会を実施する等、幅広い採用の取組を拡大したことに

より、女性職員の採用数は増えたものの、男性の採用割合が高い消防吏員の採用者数が

例年より多いことから、全採用者の女性割合は微増となりました。 

また、「管理的地位にある職員に占める女性割合」は目標値を下回っているものの、

部長・部次長級職員に占める女性割合は３年前と比較して大幅に伸びており（表７）、

全体としては女性職員の登用が進んでいるといえます。 
 
（２）男性職員の育児参加 

育児休業や男性職員の子育て目的の休暇の取得を促進するため、妊娠・出産・育児の

休暇制度等を掲載したリーフレットや職員手帳を庁内の電子キャビネットに掲載する

等して、職員へのわかりやすい制度周知に努めました。 

 目        標 目標値 達成状況

 １　採用者の女性割合 ５０％ ３９．２％

 ２　消防局：全消防吏員に対する女性割合 

（令和８年度までに）
５％以上 １．３％

 ３　管理的地位にある職員に占める女性割合　　　　 １３％以上 １３．５％

 ４　女性職員の育児休業取得率1 １００％ １１８．５％

 ５　男性職員の育児休業取得率 ５％以上 １６．４％

 ６　男性職員の子育て目的の休暇2の取得率 １００％ ９０．６％

 ７　職員一人当たり時間外勤務１カ月平均時間数 

（一般職員）
１０時間以内 ８．３時間

 ８　時間外勤務が年間 360 時間を超える職員数 ４％以内 ５．０％

 ９　年次有給休暇の平均取得日数3 １２日以上 １３．１日

 10　年次有給休暇の取得日数が５日未満の職員割合 ０％ １０．６％

1 取得者数には、令和５年度以前に育児休業が取得可能となった職員が、令和５年度に育児休業を取得し

た場合も含むため、取得率は１００％を超える場合がある
2 子育て目的の休暇とは、妻の出産補助休暇と男性職員の育児参加のための休暇
3 年次有給休暇が２０日以上付与された職員が対象
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令和５年度における「女性職員の育児休業取得率」や「男性職員の育児休業取得率」

は、それぞれ目標を達成しています。また、「男性職員の子育て目的の休暇の取得率」

は、９０.６％と目標値の１００％には達していませんが、９割以上の職員が取得して

いる状況にあります。 

本市男性職員の育児参加については、概ね目標値を達成している状況にありますが、

令和６年３月からは、より一層男性職員の育児参加を促進するため、「妊娠・出産・育

児の休暇制度等に関するリーフレット」の見直しや、新たに育児休業中の収入シミュレ

ーションシートを庁内の電子キャビネットに掲載しました。また、職員が安心して育児

休業を取得できるように、職員やその配偶者が妊娠した場合は、所属長に育休等プラン

シートを提出し、面談を実施することで、所属における情報の共有と育児休業中の円滑

な業務体制の確保に努める取組を開始しました。 
 
（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 

行動計画の実施計画として「ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取組」を策定

するとともに、育児や介護等のライフステージに応じて多様な働き方ができる時差出勤

や在宅勤務の制度を導入することで、ワーク・ライフ・バランスを推進しました。 
計画期間中は、実施計画に基づき、推進リーダーや職場推進員の選定、ノー残業デー

や全庁一斉退庁日の実施等により、組織的に時間外勤務の縮減や休暇取得の促進に取り

組むことで、定時退庁しやすい職場環境の整備に努めました。 
　令和５年度における「職員一人当たり時間外勤務１カ月平均時間数」や「年次有給休

暇の平均取得日数」は目標を上回っており、本市の取組は、期待される効果が一定程度

あったといえます。一方で、目標を達成していない項目も複数あることから、時間外勤

務の縮減や休暇取得の促進の取組をより一層進める必要があります。 
 
これまでの取組の継続に加え、新たな取組を行うことにより、一定の成果は得られて

いるものの、目標値の達成には至らなかった項目もあります。未達成の項目についてよ

り効果的な手法を検討するとともに、すべての項目について目標値や取組の見直し、さ

らなる女性職員の活躍や仕事と家庭の両立を目指していくことが必要です。 
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Ⅲ　現状と課題 
１　本市の現状 
（１）採用者に占める女性割合 
表２  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年度採用者 

競争試験による新規採用を中心とした職員採用については、女性職員の採用者数は増

えているものの、全体としては女性職員の割合は伸び悩んでいる状況にあります。 
 
（２）自己都合による退職者の割合 
表３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度退職者 

※上段は人数、下段の（　）は割合 

※任期付職員、特別職職員、再任用職員等を除く 

※割合は、小数点第２位を四捨五入しているため、合計しても 100 とならない場合がある 

自己都合による退職者に占める割合は、男性職員が女性職員を上回っている状況です。

また、年齢区分別に比較した場合、性別問わず２０代半ば、３０代半ば、４０代半ばの

退職者が多い傾向にあります。 
 
（３）職員一人当たりの各月の時間外勤務時間数 
表４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度 

 
 
 

 
区分

職員数 女性職員の 
割合  総数 女性 男性

 行政・技術職 ２９人 １１人 １８人 ３７．９％

 消防職 ２０人 ０人 ２０人 ０．０％

 専門職 ２１人 １８人 ３人 ８５．７％

 現業職 ４人 ０人 ４人 ０．０％

 合計 ７４人 ２９人 ４５人 ３９．２％

 
性別

１８～ ２３～ ２８～ ３３～ ３８～ ４３～ ４８～ ５３～ ５８歳
合計

 ２２歳 ２７歳 ３２歳 ３７歳 ４２歳 ４７歳 ５２歳 ５７歳 ～

 
男性

２人　

(3.9％)

６人 

(11.8％)

１人　

(2.0％)

４人　

(7.8％)

３人　

(5.9％)

４人　

(7.8％)

２人　

(3.9％)

３人　

(5.9％)

３人　

(5.9％)

２８人　

(54.9％)

 
女性

０人　

(0.0％)

４人　

(7.8％)

４人　

(7.8％)

５人　

(9.8％)

１人　

(2.0％)

３人　

(5.9％)

２人　

(3.9％)

２人　

(3.9％)

２人　

(3.9％)

２３人　

(45.1％)

 
合計

２人　

(3.9％)

１０人

(19.6％)

５人　

(9.8％)

９人

(17.6％)

４人　

(7.8％)

７人

(13.7％)

４人　

(7.8％)

５人　

(9.8％)

５人　

(9.8％)

５１人　

(100％)

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

 １６.２時間 ７.２時間 ５.８時間 ９.８時間 ５.３時間 ８.０時間

 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

 ７.８時間 ７.６時間 ５.９時間 ６.９時間 ８.６時間 １０.５時間
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（４）長時間勤務を行った職員 
ア　月４５時間を超える時間外勤務をした職員数 
表５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度 

 
イ　年３６０時間を超える時間外勤務をした職員数 

　　　１１５人（５．０％） 

令和５年度における時間外勤務時間を、月別に職員一人当たりの平均時間数でみる

と、４月が新型コロナウイルス関連業務の影響で最も多くなっています。また、時間外

勤務は、年度末に向けて増える傾向にあり、月４５時間を超える時間外勤務を行った職

員数も、同様の傾向にあります。 
 
（５）管理的地位に占める女性職員の割合 
表６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年４月１日時点 

　※管理的地位にある職員とは、表７の部長・部次長級と課長級の職員 
 
（６）各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率 
表７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年４月１日時点 

管理的地位に占める女性職員の割合は、令和３年４月１日時点で７．２％でしたが、

令和６年４月１日時点では１３．５％となり、着実に増加しています。各役職段階にあ

る職員に占める女性職員の割合を３年前と比較した伸び率では、特に、部長・部次長級

で大幅な増加となっています。一方で、課長補佐級で大幅に減少していますが、これは、

令和３年４月１日実施した昇任及び異動は骨格人事であり、課長補佐級以下の昇任及び

異動は同年７月１日に実施したことによる影響が主な理由です。 
 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

 ２１９人 ５２人 ３６人 １０１人 ３０人 ５３人

 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

 ８６人 ６４人 ５０人 ６７人 ８５人 １１８人

 総職員数 女性職員数 男性職員数 女性職員の割合

 ２４４人 ３３人 ２１１人 １３．５％

 
役職

職員数 女性職員 

の割合

３年前と比較

した伸び率4  総数 女性 男性

 部長・部次長級 ９８人 ７人 ９１人 ７．１％ １１５．２％

 課長級 １４６人 ２６人 １２０人 １７．８％ ８５．４％

 課長補佐級(困難) ９０人 ２６人 ６４人 ２８．９％ １２．５％

 課長補佐級 ２５５人 ５７人 １９８人 ２２．４％ △２９．３％

 係長相当級 ９９６人 ３４１人 ６５５人 ３４．２％ ０．０％

 主任級以下 ８６６人 ３２９人 ５３７人 ３８．０％ ３．３％

 合　計 ２，４５１人 ７８６人 １，６６５人 ３２．１％ ０．６％

4 令和３年４月１日時点との比較
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（７）育児休業の取得状況 
ア　育児休業取得率 
表８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度 

※取得者数には、令和５年度以前に育児休業が取得可能となった職員が、令和５年度に育児休業を取得

した場合も含むため、取得率は１００％を超える場合がある 

 
　イ　取得期間の分布状況 
表９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度 

※割合は、小数点第２位を四捨五入しているため、合計しても 100 とならない場合がある 

育児休業取得率については、女性職員では取得可能者の全員が育児休業を取得してい

ますが、男性職員では１６．４％と目標は達成しているものの、取得率が低い状況にあ

ります。また、育児休業を取得した女性職員の８割以上が、６月以上の育児休業を取得

しているのに対し、男性職員では１８％に留まっています。 
 
（８）男性職員の子育て目的の休暇取得状況 
ア　妻の出産補助休暇及び育児参加のための休暇取得率 
表 10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度 

 
 
 

 
区分

女性職員 男性職員

 対象者数 取得人数 取得率 対象者数 取得人数 取得率

 行政・技術職 １１人 １３人 １１８．２％ ３３人 １０人 ３０．３％

 消防職 ０人 ０人 － ２９人 ０人 ０．０％

 専門職 １６人 １８人 １１２．５％ ３人 １人 ３３．３％

 現業職 ０人 １人 １００．０％ ２人 ０人 ０．０％

 合　計 ２７人 ３２人 １１８．５％ ６７人 １１人 １６．４％

 
区分

女性職員 男性職員

 取得人数 割合 取得人数 割合

 １月以下 ０人 － ４人 ３６．４％

 １月超３月以下 １人 ３．１％ ２人 １８．２％

 ３月超６月以下 ３人 ９．４％ ３人 ２７．３％

 ６月超 ２８人 ８７．５％ ２人 １８．２％

 区分 対象者数 取得人数 取得率 平均取得日数

 行政・技術職 ３０人 ２５人 ８３．３％ ６．７日

 消防職 ２９人 ２９人 １００．０％ ６．０日

 専門職 ３人 ２人 ６６．７％ ２．４日

 現業職 ２人 ２人 １００．０％ ８．０日

 合　計 ６４人 ５８人 ９０．６％ ６．３日
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イ　各休暇の合計取得日数の分布状況 
表 11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度 

※各休暇とも時間単位での取得が可能 
※妻の出産補助休暇の３日以上４日未満の人数は、上限日数の３日を取得した職員数 

　　男性職員の子育て目的の休暇取得率は、全体では９０．６％ですが、消防職及び現

業職では１００％を達成しており、職種によって取得率に差が見られます。 
 
（９）セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 
下関市ハラスメント取扱基準を定め、庁内掲示板に掲載している他、ハラスメントに

対する理解を深めるためのリーフレットを作成し、職員に周知しています。 
 

（１０）年次有給休暇の取得状況 
表 12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和５年度 

※取得率は、年次有給休暇が２０日以上付与された職員のうち年次有給休暇を取得した職員の割合 

令和５年度における職員一人当たりの年次有給休暇の平均取得日数は１３．１日、年

次有給休暇を１２日以上取得した職員の割合は、５４．０％に留まりました。 
 
 

 

 
区分 妻の出産補助休暇 

（上限３日）
育児参加のための休暇 

（上限５日）

 取得せず １１人 １３人

 １日未満 １人 ０人

 １日以上２日未満 ０人 ５人

 ２日以上３日未満 ９人 ４人

 ３日以上４日未満 ４３人 ２人

 ４日以上５日未満 ７人

 ５日 ３３人

 
取得率 平均取得日数

取得日数が１２日以上 
の職員割合

取得日数が５日未満 
の職員割合

 ９７．４％ １３．１日 ５４．０％ １０．６％
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２　本市の課題 
（１）女性職員の登用 
　ア　女性活躍の意義 
　　　多様な人材の活用は、公務部門に対するニーズのきめ細かい把握や新しい発想を

生み出すこと等を通じて、政策の質と公務部門のサービスを向上させるとされてい

ます。また、近年は、女性活躍を要因の一つとして職業を選択する傾向が強くなっ

ています。このような観点から、本市における行政サービスの向上の質や優秀な人

材確保のため、女性の活躍を推進しています。 
 
　イ　本市の現状 
　　　本市における管理的地位に占める女性職員の割合は、令和５年４月１日時点で１

２．１％（表６）となっています。 
また、職員アンケートの昇任に関する設問では、女性職員の７２．６％が「昇任

したいと思わない」又は「どちらかといえば昇任したいと思わない」と回答し、管

理職に関する設問では、女性職員の８２．４％が「管理職になりたくない」と回答

しています。 
昇任や管理職になることを望まない理由としては、「自分には能力がない」、「仕

事と家庭の両立が困難になる」、「昇任する（管理職になる）メリットがない又は低

い」が多く挙げられています。 
本市では、多くの女性職員が昇任や管理職になることを希望していない状況にあ

り、女性職員が抱える、自身の能力に対する不安や両立に対する不安を解消する取

組や昇進意欲が高まる取組の継続が必要です。 
 
　ウ　取組の方針 

女性職員が、上位の職に昇進しても自信を持って職務に取り組むために、採用後、

早い段階で様々な職場経験を積むことで能力開発の機会を得るとともに、昇進意欲

を継続するため、仕事のやりがいや働きやすさを実感できる職場環境を整備します。 
 
（２）男性職員の育児参加意識の醸成 
　ア　男性職員の育児参加の意義 
　　　男性が主体的に育児や家事に取り組むことで、家族の絆が深まることが期待され

ます。また、男性職員の育児参加が当たり前の職場風土の醸成は、休暇の取得促進

や、仕事へのエンゲージメントの向上も期待されます。 
　　　子育てを希望する男性や共働きを希望する女性が年々増加していることから、優

秀な人材確保につながることに加え、女性活躍を推進していくためにも、男性職員

の育児参加意識の醸成に努めています。 
 
　イ　本市の現状 

本市男性職員の育児休業取得率は、令和５年度実績で１６．４％（表８）と、地

方公共団体における全男性職員の育児休業取得率である３１．８％（令和４年度実

績）に比べて、低水準となっています。 
また、職員アンケートの子供が生まれたときに育児休業を取得しなかった理由に

関する設問では、「配偶者等が育児をしているため、自分が育児休業を取得する必

要性を感じなかった」（３６．９％）、「取得したかったが、業務多忙によりあきらめ
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た」（２７．５％）、「取得したかったが、取得しづらい職場の雰囲気があり、あきら

めた」（２１．５％）の順で回答が多くありました。 
希望する職員が、育児休業を取得しやすい職場環境を整備する必要があるととも

に、配偶者等が育児休業をする場合でも、主体的に子育てを行う意識の醸成に努め

ていく必要があります。 
 

　ウ　取組の方針 
　　　男性の育児参加は、職員本人やその家族だけでなく、職場においても業務の見直

しや休暇を取得しやすい雰囲気の促進等のメリットがあり、女性活躍の促進に係る

観点からも極めて重要で、職場や社会にとって意義深いものであるとの理解を深め

る取組を行います。 
 
（３）職員のワーク・ライフ・バランス 
　ア　ワーク・ライフ・バランス推進の意義 

健康で豊かな生活のための時間の確保や育児や介護等のライフステージに応じ

た多様な働き方の選択により、男性の家庭生活の参画や女性活躍等を推進し、持続

可能な社会の実現につながるとされています。これらを踏まえ、よりよい行政サー

ビスの基盤となるワーク・ライフ・バランスを推進しています。 
 
イ　本市の現状 
職員アンケートで、ワーク・ライフ・バランスに対する考え方を調査したところ、

「仕事も仕事以外の生活も同程度に大切」の回答が最多で、６７．１％でした。一方、

自身のワーク・ライフ・バランスに満足していない職員は３４．８％に上り、前回の

職員アンケート5の同じ設問に対する回答（４０．５％）より減少していますが、依然

として多くの職員が満足していない状況にあります。 
また、満足していない理由としては、「時間外勤務が多い」（３３．０％）や「休暇

がとりづらい」（３３．０％）が多く挙げられています。 
職員が、ワーク・ライフ・バランスを図れていると実感するためには、時間外勤務

の縮減と休暇の取得促進が重要な課題であり、さらなる働き方改革の取組が不可欠で

す。 
　 
ウ　取組の方針 
　すべての職員が仕事に対する高い意欲を持ち続け、また、時間的制約のある職員が

家庭生活と仕事を両立するために、長時間労働の是正や休暇の取得促進等について、

市全体として働き方改革を強力に推進していきます。 
 

5 前回は、令和２年３月に実施
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Ⅳ　計画期間における取組内容及び数値目標 
１　取組内容 
（１）性別にかかわらない人材育成の強化と女性職員の積極的な登用 
・幅広い職員募集の実施 
　　採用イベントの実施や職員募集の広報の方法について見直しを行います。 
・能力向上の機会付与 
　キャリアアップや職務に関するスキル向上のための研修等を実施します。 

・多様な職務経験を持つ職員の育成 
初期キャリアの段階から、多様な職務機会を付与する人員配置を行います。 

 
（２）男性の育児参加が当たり前となる職場風土の醸成 
・男性職員の育児休業や子育て目的の休暇の取得促進 

妊娠・出産・育児の休暇制度等に関するリーフレット等を活用し、全職員に対して

制度等の周知を行います。 
収入シミュレーションシートの活用により、収入の変化を明確化するとともに、育

児休業手当金等の経済的な支援制度について理解を図ります。 
・所属のサポート体制の構築 
　　育休等プランシートを作成し、所属長との面談を実施することで、育児休業中の円

滑な業務体制を確保します。 
・所属長等への意識啓発 
　　全職員への意識浸透を図るため、機会を捉え、所属長に男性の育児参加が当たり前

である意識の啓発を行います。 
 
（３）労働生産性の向上とワーク・ライフ・バランスの推進 
・時間外勤務縮減 

常に、より効率的な働き方を追求するよう、職員の意識改革を進めます。 
　　業務改善、業務簡素化に積極的に取り組む職場風土を醸成します。 
・年次有給休暇の取得促進 
　　年次有給休暇の計画的な取得や連続取得の促進を図ります。 
・時間的制約のある職員の多様な働き方への対応 
　　時差出勤や在宅勤務の実施、テレワーク環境の整備等により、育児や介護等の各家

庭の事情に対応します。 
・職員の健康保持 
　　タイムカードによる勤怠管理の実施や時差出勤等の活用により、職員の健康保持を

図ります。 
・推進体制の見直し 
　　新たな実施計画の策定にあたり、ノー残業デーや全庁一斉退庁日等のワーク・ライ

フ・バランス推進体制の見直しを行います。 
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２　数値目標 

表 13 

※基準値のうち、目標１は令和６年度採用者の割合、目標２と目標３は令和６年４月１日時点の実績、 
その他の目標は令和５年度末時点の実績 

 目        標 目標値 基準値( 実績 ) 達成期限

 １　採用者の女性割合 ５０％ ３９．２％ 毎年度

 ２　全消防吏員に対する女性割合 ５％以上 １．３％ 令和８年度

 ３　管理的地位にある職員に占める女性

割合
１８％以上 １３．５％ 令和１１年度

 ４　女性職員の育児休業取得率 １００％ １００％ 毎年度

 ５　男性職員の２週間以上の育児休業取

得率
１００％ １６．４％ 毎年度

 ６　男性職員の子の出生後１年までの１

か月超の育児関連休暇等6の取得率
１００％ 毎年度

 ７　男性職員の子育て目的の休暇7の取得　

率
１００％ ９０．６％ 毎年度

 ８　職員一人当たり時間外勤務１カ月平

均時間数（一般職員）
８時間以内 ８．３時間 令和１１年度

 ９　時間外勤務が年間360時間を超える職

員数
４％以内 ５．０％ 令和１１年度

 10　年次有給休暇の平均取得日数8 １２日以上 １３．１日 令和１１年度

 11　年次有給休暇の取得日数が５日未満

の職員割合
０％ 　１０．６％ 令和１１年度

6 育児関連休暇等とは、育児休業、妻の出産補助休暇、男性職員の育児参加のための休暇、子の看護等休

暇等
7 子育て目的の休暇とは、妻の出産補助休暇、男性職員の育児参加のための休暇
8 年次有給休暇が２０日以上付与された職員が対象


